
【内部統制システム構築の基本方針】 

 

(１) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

① 取締役を含む全社員が遵守すべき「コンプライアンス規程」並びに「企業倫理憲

章」及び「コンプライアンス行動規範」を定め、当該規程において法令等の遵守

が経営の最重要課題である旨を明記し、これに基づく具体的な行動準則を規定し

ております。さらに当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力及び団体とは決

して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を取ります。 

② 代表取締役社長直轄の内部統制室において、「企業倫理憲章」及び「コンプライア

ンス行動規範」の浸透を図り、取締役を含む全社員に対して、コンプライアンス

に関する研修を原則年 1回以上行います。また、「内部監査規程」に基づき、内部

統制室が定期的に業務運営の状況を監査し、業務の合法性及び社内規則の遵守状

況を確認します。 

③ 各取締役は、他の取締役の職務の執行に関し、取締役会における充分な審議を通

じて適切に監視監督義務を遂行します。 

④ 監査役は、取締役の職務の執行が法令及び定款その他社内規程に適合するための

体制について、取締役が適切に運用、改善しているかについて監視・検証し、必

要に応じて助言又は勧告等を行います。 

⑤ 法令・定款・社内規範等において疑義のある行為については、企業集団の役職員

等が直接情報提供を行う手段として、公益通報者保護法に基づく内部通報窓口を

内部統制室に設置・運営します。 

 

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

① 株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の取締役の業務執行に係る情報を

記載、記録した文書、電子媒体等については、「文書管理規程」に基づき適切に保

存・管理します。 

② これらの情報の保存・管理状況については、内部統制室が定期的に確認を行いま

す。 

 

(３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

① 当社では、事業活動に係るリスクについて、各部門で管理するとともに、「リスク

管理規程」に基づき代表取締役社長をリスク管理責任者として総合的なリスク管

理体制の維持・向上を図ります。 

② 当社が認識するリスクを適切に管理し危険発生を防止するために「内部監査規程」

に基づき内部統制室が定期的に内部監査プログラムを実行し、その監査結果は必

要に応じて取締役会に報告します。 

③ 上記の監査結果に基づき、取締役会は関連する社内規程の整備その他の対応を行

い、また、不測の事態が発生した場合に備え、迅速且つ組織的な対応により被害

を最小限に抑えるための体制を整えます。 

 

(４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 取締役会による重要事項の意思決定に基づく業務執行につき、「職務権限規程」に

基づき、予め各取締役の権限及び責任の所在並びに執行方法の詳細を明確化し、

職務の執行の迅速化及び効率化を図ります。 



② 各部門の業務執行を監督するため、月 1回事業部長会を開催し、事業環境の分析、

売上高、利益計画の進捗状況のモニタリング、情報の共有化及び法令等の遵守の

徹底を図り、取締役会に付議すべき事項について事前協議ができる体制とします。 

③ 中期計画（3ヶ年）及び単年度利益計画の達成度により部門毎に業績を評価する会

議を四半期毎に開催し、取締役の職務の執行の効率性向上を促します。 

 

(５) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

ロ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ハ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ニ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制 

 

① 当社は、子会社の取締役等及び使用人の業務の適正を確保するため、主管部門と

してグループ会社管理課を設置し、子会社の経営に関わる基本事項に関して統括

的に管理・指導を行います。 

② 当該部門は、子会社の取締役等及び使用人の業務執行について決裁ルールの整備

を行うほか、「グループ会社管理規程」に基づき、当社への事業内容の定期的な報

告及び重要案件についての事前協議の体制を構築します。また、子会社に損失の

危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、

発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告さ

れる体制を整えます。 

③ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、効率的で効果的な経営が行われることを

確保するために、子会社を含めた企業集団としての中期（3ヶ年）及び年度事業計

画等を定め、その共有を図り推進します。 

④ 「内部監査規程」に基づき、当社の内部統制室が子会社の取締役等及び使用人の

業務の適正性につき定期的な内部監査を実行し、必要に応じてその結果を当社の

取締役会に報告します。 

 

(６) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

 

① 監査役が補助使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて専任又は兼任の

補助使用人を置くこととします。 

② 当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意を必要とし、補助使用

人の補助業務に関して取締役の指揮命令を受けないこととします。 

 

(７) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

① 常勤監査役は「会議体規程」に定める重要な会議に出席し、また、必要に応じて、

当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員から随時報告を求め、業務執行状

況の確認を行います。また、「監査役監査基準」に基づき、経営・業績に影響を及

ぼす重要事項について、監査役がその都度報告を受ける体制を確保します。 

② 上記報告を行った当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対し、当該報

告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を全役

職員に周知徹底します。 



③ 「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、監査方針の策定及び監査役

の職務分担等を行い、代表取締役社長との定期的な会合、内部統制室及び会計監

査人との定期的な情報交換の機会を確保します。 

④ 監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いもしくは償還又は負担し

た債務の債権者に対する弁済等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に

必要ないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用又は債務

を処理します。 

 

(８) 財務報告の信頼性を確保するための体制 

 

① 金融商品取引法等に基づく当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、

財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに

適切な体制を整えます。 

② 財務報告に係る内部統制システムの運用にあたり、「内部統制対応基本計画書」を

策定し、その推進体制を明確にするとともに、各部門・組織での自己点検及び内

部統制室による独立的なモニタリングを継続的に実施する枠組みを構築します。 

 


